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スタンダールのカノーヴァ
「伝記の世紀」と芸術家像

上杉　誠

作家が他者の人生に捧げた著作、あるいは著名な作家の手によらないもののさ
まざまな人物の人生を題材にした著作、すなわち「伝記（vie/biograhpie）」への
注目が、近年高まっている1。プルタルコスの『対比列伝』に代表される古典古
代以来の伝統をもち、中世の「聖人伝（hagiographie）」や18世紀の「頌（éloge）」
にも接続するこのジャンルは、フランスにおいてとりわけ19世紀に花開いた。
その証左のひとつが、1811年に刊行が開始され28年までに初版が52巻という大
部を数えるミショーの『伝記辞典』である。1826年、批評家サント ＝ブーヴは
「私たちは伝記の世紀にいるのです」2と書き、19世紀後半においても出版やメデ
ィア、教育における「伝記の文化」3は拡大を続ける。世紀末に出版された『大百
科全書』は、19世紀を「伝記が驚くような発展を達成した時代」4と総括する。
本稿で取り上げる作家スタンダール（1783-1842年）は、伝記というジャンル
に分類されうる著作を多数執筆している。初めて出版した著作の『ハイドン、モ
ーツァルト、メタスタージオ伝』（1814年）、『イタリア絵画史』（1817年）に含
まれるレオナルド伝とミケランジェロ伝、『ロッシーニ伝』（1823年）、そして、
いずれも未完のナポレオンをめぐる二つの試み─『ナポレオン伝』（1816-18年
執筆）と『ナポレオンに関する覚え書』（1836-37年執筆）─である。作家がま
さに「伝記の世紀」に身を置いていたことを示すこれらの著作を手にとると、今
日私たちが伝記と呼ぶ著作とはだいぶ趣が異なることに気が付く。作品に対する
批評や同時代の政治、社会問題、制度への言及などが多数含まれた折衷的なジャ
ンルの著作である5。
本稿では、スタンダールの描くカノーヴァの生涯を取り上げる6。18世紀後半
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から19世紀初めに活躍し、のちに新古典主義と呼ばれる美学を代表するとみな
される彫刻家カノーヴァ（1757-1822年）は、ヨーロッパ中で屈指の名声を博し
ていた。この彫刻家について、生前から死後にわたり数多くの伝記が残されてい
る。スタンダールはまとまった著作こそ残していないものの7、さまざまな著作
においてカノーヴァの人生に頻繁に言及する。本稿は、同時代の伝記の記述を必
要に応じて参照しながら、スタンダールが提示するカノーヴァの人生を通して、
「伝記の世紀」において芸術家の人生がもちえた倫理的、政治的焦点を検討する。

１．出会い

スタンダールとカノーヴァの直接の出会いは、1811年、スタンダールがイタ
リアに二度目の滞在を果たした際に実現したとされる8。滞在の模様は、1811年
当時の旅日記の一部に加えて、13年に出版を企図して書き直された草稿の一部
を通して伝えられている。1813年に加筆された個所においてスタンダールは、
11年にローマのカノーヴァのアトリエを訪問したと語る。

私たちのどんなさもしい駆け引きからもすっかり距離のある素朴さをもっ
た、真に偉大な人物を私は見出した。アトリエとして用いられている5つか
6つの部屋で、私は、カノーヴァの作業の手順を追った。彼は、肉体的に苦
痛があることはすべて、作業から取り除いていた。［中略］地上でたしかに
唯一の場所であるこのアトリエで、私は彼と話したのだ。9

彫像制作のための多くの過程のなかで、カノーヴァが直接関与するのは、ボッ
ツェットと呼ばれる最初の粘土像の制作と大理石の仕上げのみである。『イタリ
ア絵画史』においてもスタンダールが繰り返すことになるこの指摘は10、カノー
ヴァに対して同時代から繰り返されたきた批判に連なる11。ここに示される、「素
朴さ（simplicité）」と「偉大さ」が同居する芸術家というカノーヴァ像を、スタ
ンダールはこの後も繰り返すことになる。この二重性は、カノーヴァの他の伝記
に共通する要素であり、この点においてもスタンダール独自の評価とはいえな
い12。ここでは、上記引用において、「さもしい駆け引き」にいそしむ「私たち」
が言及されていることに注目したい。スタンダールは、カノーヴァの人生を語り
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ながら、「私たち」と芸術家の関係、すなわち芸術創造の社会的条件を論じるこ
とになるだろう。

２．庇護と策略

1820年代にパリで開催されたサロン（官展）にあたって、スタンダールは
1822年、24年、27年に批評を残しており、そのうち24年と27年のサロン評にお
いてカノーヴァに言及している。新古典主義からロマン主義へという画壇におけ
る潮流の変化を反映し、24年のサロン評においてスタンダールは、ダヴィッド
（1748-1825年）への称賛とそのエピゴーネンたる後継者─ダヴィッド派と呼
ばれる─への批判、さらに、ダヴィッドの模倣におさまることのない画家たち
への称賛を展開する。美術アカデミーがダヴィッド派に支配されている以上、ロ
ーマ賞に代表される公的な制度は新たな才能の発掘のためには機能しない、その
上、若いパリの画家は新聞の批評の誇張ゆえに成功の夢を追いかけてしまう、と
スタンダールは分析する13。

27年のサロン評においても引き続き芸術家の生き方が論じられる。「19世紀の
社会における芸術家のあり方」を論じながら、「名誉と利益」つまり同時代にお
ける世俗的な成功を求めるならば絵画を捨て「工場主」14になるべきだ、とスタ
ンダールは若い画家へ勧める。こうした助言の一部として、27年のサロン評は
カノーヴァへ言及する。

彼はヴェネツィアで、私たち哀れな人間の本性に─その欠点を余すことな
く─あまりに酷似し、あまりに真実である彫像を作ることから始めたの
で、彼の敵たちは、彼が手本を模倣するのではなく、型にとっている

4 4 4 4 4 4 4

と言い
ふらした。続いて、魂をもっているヴェネツィア貴族が、ローマに行くため
の400フランの年金を与えさせ、日々の糧の不安を一切免れさせてくれた

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
 

とカノーヴァ自身が語っていた。この地で、若きヴェネツィア人は、古代を
目にし、いわば型にとることなく

4 4 4 4 4 4 4 4

古代を模倣した。彼の彫像のひとつひとつ
は、新しい種類の美に向かう一歩であり、ローマにおける事件であった。15

 

カノーヴァの人生を画するとスタンダールがみなす庇護者による援助につい
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て、実際ヴェネツィアとローマにおいて有力者の庇護を受けたことが知られてい
る16。『ハイドン伝』において、メタスタージオとは異なり若きハイドンには庇
護者がいなかったことをスタンダールが嘆いているように17、庇護者との出会い
は芸術家伝における典型的な主題のひとつと言える。
けれども、庇護者の存在はカノーヴァの幸運のひとつでしかない。スタンダー
ルは、カノーヴァのもうひとつの幸運を指摘する。

とはいえ、パリに比べるとローマは、小さな町に過ぎない。幸いなことに、
この美術の首都においては、誰もが互いに知り合いであり、ここではいかさ
まほとんど不可能である。もっとも巧みに組み合わされもっとも頻繁に繰り
返される新聞の記事ですら、誰一人として騙すことはなかろう。これほど幸
運な状況に身を置き、それが無益であるために

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

策略を知ることもなく、カノ
ーヴァは今日知られている通りの人物になった。18

パリに対するローマの優位、それは、パリで過剰に発達したメディアの状況が
若い芸術家にとって害悪であることに起因する。1824年のサロン評の末尾には、
1811年の旅日記においても読まれた「素朴」という形容が繰り返されながら、
「もっとも素朴な人物であるカノーヴァがこの偉大な結果にたどり着いたのは、
策略によってだろうか？」19、という問いが読まれた。27年の批評はカノーヴァ
における「いかさま」と「策略」の不在を断言することで、この問いへ否定的に
回答する。

1827年のサロン評は「いかさま」と「策略」の不在ゆえのローマの優位を繰
り返し指摘するが、その際にカノーヴァと並べてラファエロ、カラッチ兄弟、プ
ッサンの名を挙げる20。さらに、パリの美術アカデミーのコンクールには失敗し
ながらも私費でローマへ赴き研鑽を積み評価を得た画家シュネッツ（1787-1870

年）─ 1824年のサロン評でも称賛される─は模範的なキャリア形成の例とし
て挙げられている21。過去と同時代の複数の芸術家を提示するのが、成功を渇望
する若い芸術家を論じる文脈のなかであったことを思い出したい。庇護者との出
会い、そして、パリではなくローマで活動し「策略」を回避したこと、この二点
に要約されるカノーヴァの人生は、模倣すべき範例として提示されている。ここ
には、伝記というジャンルの古典古代以来の伝統的な機能、すなわち、よく生き
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るように読者を導くという教育的な役割を読み取ることができる22。

３. 宮廷という罠

芸術家にとってのローマの優位は「いかさま」を可能にするパリのメディアの
状況にのみ由来するわけではない。1823年出版の『ロッシーニ伝』においても
カノーヴァは、ロッシーニの比較対象として繰り返し言及される。世代や創作ジ
ャンルの違いにもかかわらず両者を比較する論理は、それまでおもにナポリで活
動していたロッシーニにとってパリでの今後の活動がどのような影響を及ぼすの
か、という展望において読むことができる。

ご覧いただきたいのは、［中略］たとえば、自身によって書かれた『ゲーテ』
の生涯［中略］である。これはまさに、才能ある人物が宮廷に近づくとどう
なるのかを示している。カノーヴァはナポレオンの宮廷で生きることを拒否
した。パリにいたのならば、ロッシーニは宮廷と絶え間ない関係をもっただ
ろう。23

パリに来てはいけないというロッシーニに対する助言の根拠として、『詩と真
実』のゲーテとカノーヴァの例を援用しながら24、スタンダールは、宮廷と芸術
家の関係を問題とする。カノーヴァがナポレオンに対して示した拒否について、
1829年出版の『ローマ散策』ははるかに詳しく論じる。1827年のサロン評と同
様、ヴェネツィアの庇護者から話が始まり、再び「完璧な素朴さ」が強調された
のち、ナポレオンとの関係が語られる。

カノーヴァが世間の策略について思いめぐらすのは、それを恐れる時だけで
あった。才知は素朴な職人であり、天から美しい魂と才能を授けられたのだ
った。サロンでは、美しい顔立ちを探しては、熱をこめてじっと眺めてい
た。25歳で、幸福にも文字を綴ることを知らず、ゆえに、50歳の時、宣誓
をしなければならないという理由でレジオン・ドヌール勲章を拒絶した。パ
リへの二度目の旅の際（1811年）には、ナポレオンから広大な住居を拒絶
した。パリからの距離は問わず、望むところに、例えはフォンテーヌブロー
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に住居を提案され、5万フランの俸給と、皇帝のために一体の彫像をつくる
たびに2万4千フランを支払うことが提案された。この素晴らしい生活と、
現存の彫刻家のうちで一番であることを世界にむけて宣言する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことになった
であろう栄典を拒絶したのち、カノーヴァは、ローマに戻り四階に住まっ
た。［改行］この時のフランス─世界を照らす光であり、今日では産業と
政治的な議論に占められているのと同様に、当時は勝利と野心に占められて
いたフランス─に定住していたのならば、自らの才能が冷たくなるのを目
の当たりにしただろう。25

カノーヴァの「素朴さ」がサロンでの振舞いで再度強調されたのち、勲章26、
住居、報酬、すなわち、27年のサロン評の言葉を借りるならば、あらゆる「名
誉と利益」を拒絶したことが指摘されている。低い身分の生まれのカノーヴァが
示した大胆な拒絶と清廉の振る舞いは27、人々の関心を惹くことになる。ナポレ
オンとカノーヴァはパリで1802年と1810年の二度面会しており、二度目の面会
において二人のあいだで交わされた会話は、カノーヴァの秘書をつとめたメル
キオール・ミッシリーニによる伝記（1824年）の中で、カノーヴァ自身による
メモをもとに記録され、さらにこの会話だけを抜粋したフランス語版（1824年）
と英語版（1825年）が出版されている28。
君主に対して尊大に振舞う芸術家の姿は、古典古代さらにはルネサンス以降に
おいて芸術家伝における一つの定型であることが知られているが 29、スタンダー
ルにとっても馴染み深い主題である。たとえばミケランジェロとユリウス二世の
関係は独立不羈の芸術家の例としてよく知られており30、スタンダールも『イタ
リア絵画史』で二人のエピソードを語っているが、同じ著作には次のような記述
が読まれる。「絶対王政において絵画はつねに凡庸であるだろう。偶然にもそこに
プッサンのような画家がうまれるのならば、ローマで命を終えるであろう」31。ル
ネサンスの芸術を主たる対象としながら政治上の論争への暗示を多く含むこの著
作において、芸術家の人生が、絶対王政の批判という政治化された言説の証拠と
して引き合いに出されている。ナポレオンに対するカノーヴァの姿勢も同様に、
芸術と王政の背反というかねてより温めていた命題を証明する例として読解する
ことができる。
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４. 「梱包係」のカノーヴァ

ここまでカノーヴァの生涯を、庇護者、ローマでの活躍、ナポレオンとの面
会、という事項を通して確認したが、もうひとつ重要なエピソードがある。『ロ
ーマ散策』には、カノーヴァの三度目のパリ滞在に関する記述が読まれる。

カノーヴァは三度パリに来た。最後のときは梱包係
4 4 4

としてであった。トレン
ティーノ条約によって私たちに譲られた彫像を取り返しに来た。この条約が
なければ、アルコレやリヴォリで勝利した軍勢は、ローマを占領したであろ
う。条約によって獲得したものを私たちは盗まれたのである。カノーヴァは
この理屈が理解できなかった。旧来の政府の時代にヴェネツィアで育ったカ
ノーヴァは、ひとつの法にしか、力の法にしか考えが及ばなかった。彼に
は、条約は意味のない形式に過ぎないと思われた。32

1815年、ナポレオンが二度目の退位を宣言した後、カノーヴァは教皇庁大使と
してパリに赴く。第一次イタリア戦役を経た1797年、教皇庁とフランスとの間で
結ばれたトレンティーノ条約に基づきフランスに移送された大量の古代彫刻や美
術作品をイタリアへ返還させるためである33。スタンダールにとって、これら美
術品はイタリア戦役の正当な成果であり、『ロッシーニ伝』においては、返還さ
れた美術品を再びフランスへ持ち帰ることすら激烈な調子で主張している34。
今日の視点によれば突飛に見えるスタンダールの主張も、1820年代におい

ては必ずしも特異なわけではない。1822年の『同時代人の新伝記辞典』は、
「カノーヴァ」の項目において、1815年のカノーヴァの任務に触れながら、こ
の彫刻家を「大使」というよりも「梱包係（emballeur）」であると揶揄し、美
術品の回収というカノーヴァの任務を古代ローマへの蛮族の侵入とその「蛮行
（vandalisme）」になぞらえる35。「梱包係」という揶揄は1824年出版の『故人年
報』の「カノーヴァ」の項目においても確認でき36、スタンダ―ルも上記引用で
当時流通していたこの揶揄を踏まえていると推測される。というのも、スタンダ
ールは、『同時代人の新伝記辞典』の書評を1822年に英文雑誌で発表し「カノー
ヴァ」の項目に言及しているからだ37。注意すべきなのは、文化財の返還をめぐ
っては意見を同じくしながら、スタンダールは『新伝記辞典』の記述へ批判を厭
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わない。『新伝記辞典』は、カノーヴァがフランスの彫刻家たちを差し置いて評
価されたことを批判するが、芸術に関する議論に国籍を持ち出すこのような偏狭
な視点にスタンダールは同意しない。
一方、返還を当然とみなす意見もある。フランスへ美術品を移送する政策に
かねてより反対し20年代には美術アカデミーの終身書記の地位にあったカトル
メール・ド・カンシー（1755-1849年）は、1834年のカノーヴァ伝においてカノ
ーヴァのこの任務における困難を語っている38。ミショーの『伝記辞典』のうち
1836年に出版された補遺における「カノーヴァ」の記事は、カトルメール・ド・
カンシーによる伝記を頻繁に利用していることから予想される通り、カノーヴァ
の1815年の任務について好意的である。「［古代］ローマ人の法を復活させるな
らば、今世紀を侮辱することになろう。ローマ人は、人間も事物も、勝者の所有
物としたものだった」として、文化財のフランスへの移送に見られる「力の忌ま
わしい乱用」39を批判する。移送と返還に関する評価は正反対ではあるものの、
戦争の勝利者が文化財を手に入れることを「力」による「法（droit）」であると
批判する点において、上記に読まれるスタンダールと同じ論理である。上記引用
においてスタンダールは、カノーヴァが条約という近代的な仕組みを理解しなか
ったとし、そこにイタリアの政治的後進性の反映を読み取っている。カノーヴァ
について繰り返し用いられた「素朴」という形容をここで思い出すならば、この
形容には無知や無理解といった否定的な解釈を含む余地が生じる。このように、
文化財の返還に関するカノーヴァの尽力というエピソードは、美術品をめぐるフ
ランスとイタリアという対立だけではなく、ナポレオンの政策に対する評価の対
立、さらには、先進国フランスと後進国イタリアという対立すら露呈させる。

＊＊＊

スタンダールの提示するカノーヴァの人生はどれほど作家独自のものだろう
か。ここまで検討したように、アトリエを訪問した際の観察もナポレオンとのエ
ピソードも文化財の返還への貢献も、同時代においてしばしば論じられていた主
題である。一方、スタンダールの語ることのないカノーヴァ像も知られている。
少年カノーヴァがバターでライオン像をつくったという伝説や、女中やモデルと
の恋愛など、他の伝記作者は魅力あふれるエピソードを教えてくれる40。また、
イタリアにおけるカノーヴァ伝については、19世紀における「伝記の文化」が
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リソルジメントによる「国民＝国家」体制の成立の過程と結びつくなか、カノー
ヴァはイタリアの「英雄」の一人として描かれたことが指摘されている41。
本稿で検討してきたスタンダールによるカノーヴァの人生への言及は、サロン
評、『ロッシーニ伝』、『ローマ散策』、いずれも1822年の彫刻家の死後に書かれ
ている。そこで語られるカノーヴァの人生は、称賛の一色に塗られているわけで
はなく、複数の語りの目的を読み取ることができる。倫理的な範例という伝記ジ
ャンルの伝統的な機能を果たすほか、芸術と政治体制をめぐる考察、さらにはカ
ノーヴァの任務をめぐる同時代の論争に関連付けられる。一貫して読まれる「素
朴」という形容も複数の解釈を許容する。この形容は、彫刻家の栄光が「策略」
や「宮廷」からの距離に基づいていることを示す一方で、綴りを知らないという
ことや、イタリアの政治的後進性といった否定的な状況にも結び付けられる。
1811年のアトリエ訪問に関する記述に読まれた「私たち」についても、本稿で
確認したエピソードごとに異なる読解が可能である。「策略」にまみれるパリ、
才能を萎れさせる「宮廷」、そして、文化財を収奪された

4 4 4

「フランス」。いずれに
おいてもカノーヴァの人生は「私たち」に対して明確な距離を示しており、この
異化の作用こそスタンダールが芸術家の人生を語ることで求めたものだったので
はないだろうか42。
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